
「にぎわいづくり」をサポート

にぎわいづくりのための活動を助成します

「まちづくり活動支援センター」が活動をお手伝いします

「にぎわい」の拠点を整備します
「わくわく実証ランド」（令和 3 年秋ごろ開業予定）

「惣領にぎわい拠点施設」（令和施設 4 年春ごろ開業予定）

惣領にぎわい拠点のイメージ

「センター利用登録」をすると、会議
室などを無料で利用できます。詳しく
はお問い合わせください。

震災 5 年特集　これまでの 5 年
　　   これからの未来

コワーキングスペースのイメージ

①助成金などの紹介や相談窓口の開設、交流・連携の機会創出により、まちづく

　り活動を支援するとともに、交流を促進します。

②まちづくり活動に有益な情報を収集し提供するとともに、皆さんの活動を積極

　的に発信していきます。

③センターは、まちづくり活動のための研修会や打ち合わせ、作業などの会場と

　して無料で利用できます。

　木山の横町線付近に「みんなの家」を活用したコワーキングスペース、シェアオフィス、

チャレンジショップといった活動の拠点を整備します。

　学生や企業など、にぎわいづくりの「担い手」の集積を促進していきます。

※コワーキングスペースは、どなたでも利用できます。

　惣領交差点周辺に、復興事業に伴って移転する事業者や新たな業種の入居先となるテナ

ントビルを整備し、町のにぎわいのさらなる向上を図っていきます。

開館時間：午前 9 時～午後 6 時

休館日は月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始 まちづくり活動支援センター　☎ 287-1611

まちづくり協議会等にぎわい事業補助金
　■対象事業
　まちづくり協議会が行う下記の事業
　・地域の課題解決
　・まちづくり
　・地域活性化に向けたイベント　など
　■助成金
　　上限など 10 万円（対象経費全て）

益城町にぎわい活性化補助金
　■対象事業
　a. にぎわいに関する取り組み
　b. 県外の展示会への出展などの販路拡大
　c. 町産の農産物を使用した特産品開発
　■助成金
　　上限 a.100 万円 b.20 万円、 c.50 万円
　　（それぞれ対象経費の 1/2）

まちづくり活動団体支援助成金
　■対象事業
　・健康、福祉、医療の増進
　・子どもの健全な育成
　・学術、文化、芸術、スポーツ、観光の振興
　・地域づくり、町特産品の開発などの推進
　■助成金
　　上限 20 万円（対象経費全て）

地域福祉基金助成金
　■対象事業
　・ボランティア活動の促進
　・高齢者の保健福祉の増進
　・障がい者の社会参加と自立支援
　・児童福祉と母子福祉の向上　など
　■助成金
　　上限など 50 万円（対象経費の 3/4）
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